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費
税
率
10
％
へ
の
引
き
上
げ

に
よ
る
シ
ョ
ッ
ク
を
和
ら
げ

る
た
め
に
、
政
府
は
飲
食
料

品
や
新
聞
な
ど
に
軽
減
税
率
を
導
入
す

る
方
針
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
キ
ャ
ッ
シ

ュ
レ
ス
決
済
を
し
た
場
合
、
１
年
間
と

い
う
期
限
付
き
で
、
増
税
（
２
％
）
分

を
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
還
元
す
る
案
が
浮

上
し
て
い
る
。

　
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
は
、
第
４
次

産
業
革
命
で
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の
活
用
に

向
け
た
重
要
な
プ
ロ
セ
ス
だ
が
、
日
本

で
は
あ
ま
り
普
及
し
て
い
な
い
。

　
経
済
産
業
省
の
資
料
に
よ
る
と
、
民

間
最
終
消
費
支
出
に
占
め
る
キ
ャ
ッ
シ

ュ
レ
ス
決
済
額
の
割
合
（
２
０
１
６

年
）
は
20
％
に
す
ぎ
な
い
。
08
年
の
12

％
に
比
べ
れ
ば
格
段
に
利
用
率
が
上
が

っ
て
い
る
と
は
い
え
、
米
国
の
41
％
、

中
国
の
55
％
、
韓
国
の
55
％
（
い
ず
れ

も
15
年
）
に
比
べ
て
、
半
分
以
下
の
利

用
率
だ
。

　
増
税
後
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
な

ら
ポ
イ
ン
ト
還
元
が
行
わ
れ
る
と
い
う

こ
と
に
な
れ
ば
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決

済
を
促
進
す
る
起
爆
剤
と
な
る
可
能
性

は
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
対
象
と
な

る
の
が
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
決
済
の
み

で
は
、
カ
ー
ド
が
持
て
な
い
低
所
得
者

層
が
恩
恵
を
受
け
ら
れ
な
い
。
電
子
マ

ネ
ー
や
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
に
よ
る
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
決
済
も
対
象
と
な
れ
ば
、
Ｓ
ｕ

ｉ
ｃ
ａ
や
ス
マ
ホ
の
保
有
率
か
ら
見
て

も
、
還
元
を
受
け
る
層
は
か
な
り
広
く

な
る
。

　
問
題
は
、
軽
減
税
率
の
導
入
や
ポ
イ

ン
ト
還
元
な
ど
で
税
収
が
減
少
す
る
こ

と
だ
。
ポ
イ
ン
ト
還
元
は
一
時
的
な
税

収
減
で
済
む
が
、
軽
減
税
率
の
影
響
は

最
も
深
刻
だ
。
政
府
や
財
務
省
は
高
齢

化
で
膨
張
す
る
社
会
保
障
費
の
安
定
財

源
と
し
て
消
費
税
を
念
頭
に
置
い
て
き

た
が
、
軽
減
税
率
の
導
入
で
、
も
は
や

消
費
税
の
み
で
社
会
保
障
費
の
伸
び
を

賄
う
の
は
不
可
能
と
な
る
。

　
筆
者
の
試
算
で
は
、
19
年
10
月
に
消

費
税
率
が
10
％
に
な
っ
て
も
、
財
政
の

安
定
化
に
は
、
消
費
税
率
を
最
終
的
に

約
30
％
ま
で
引
き
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
は
軽
減
税
率
を
導
入
し
な
い
ケ
ー

ス
で
の
簡
易
試
算
で
あ
り
、
軽
減
税
率

を
導
入
す
る
と
約
１
兆
円
の
税
収
が
失

わ
れ
る
た
め
、
最
終
的
な
消
費
税
率
は

35
％
を
超
え
る
。

　
資
産
課
税
の
強
化
と
い
っ
た
新
た
な

財
源
を
含
め
、
消
費
税
10
％
以
降
の
社

会
保
障
や
税
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
、

徹
底
的
な
議
論
が
必
要
で
あ
る
。
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出所：経済産業省「キャッシュレスの現状と推進」

民間最終消費支出に占めるキャッシュレス
決済額の割合（2016年）
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